
豊田市旭地区空き家情報バンク登録奨励金交付要綱 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、豊田市旭地区空き家情報バンク登録奨励金（以下「奨励金」とい

う。）の交付に関して豊田市補助金等交付規則（昭和４５年規則第３４号）に定めるもの
のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （奨励金の目的） 
第２条 豊田市地域自治区条例（平成１７年条例第９３号）第２条に規定する旭地域自治

区（以下「旭地区」という。）における空き家の有効活用並びに移住及び定住人口の増加
により地域コミュニティの維持を図るため、旭地区への移住等の際に必要となる空き家
の所有者等及び発掘や確保等に取り組む旭地区の自治区に対し、予算の範囲内で奨励金
を交付し、空き家情報バンクへの登録を促進することを目的とする。 

 （定義） 
第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 
 （１）空き家 豊田市空き家情報登録制度実施要綱第２条第２号に掲げる空き家をい

う。 
 （２）所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却、賃貸等を

行うことができる者をいう。 
 （３）自治区 旭地区に所在し、豊田市地域振興事務交付金交付要綱第３条に定める交

付対象者の自治区をいう。 
（４）空き家情報バンク 豊田市空き家情報登録制度実施要綱第２条第４号に掲げる空

き家情報バンクをいう。 
 （奨励金の交付対象者） 
第４条 奨励金の交付対象者は、令和８年４月１日以降に空き家情報バンクに空き家の登

録を行う者のうち、次に掲げる者とする。 
 （１）空き家の所有者等 
 （２）空き家情報バンクへの空き家の登録促進を行う自治区 
 （適用除外） 
第５条 市⾧は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には奨励金を交

付しない。 
 （１）令和８年３月３１日以前に空き家情報バンクに登録されたことがある空き家の場

合。 
 （２）過去に本要綱による奨励金の交付を受けた場合。ただし、前回交付時と異なる空

き家の場合は、この限りではない。 
 （３）自治区において、奨励金の交付申請に対し、空き家の所有者等から同意を得られ

ない場合。 
 （４）その他市⾧が適当でないと認めた場合。 
 （奨励金の額等） 



第６条 奨励金の額は、次のとおりとし、１物件あたり１回限りとする。 
（１）空き家所有者等 １物件につき５０，０００円 
（２）自治区 １物件につき３０，０００円 

 （奨励金の交付の申請兼実績報告） 
第７条 奨励金の交付対象者が、奨励金の交付を受けようとするときは、当該空き家が空

き家情報バンクに登録された日から起算して３か月以内に、豊田市旭地区空き家情報バ
ンク登録奨励金交付申請書兼実績報告書兼請求書（様式第１号又は様式第２号）を市⾧
に提出しなければならない。 

 （奨励金の交付の決定兼額の確定） 
第８条 市⾧は、前条の規定による奨励金の交付の申請書の提出があったときは、申請に

係る書類等の審査を行い、奨励金の交付を決定し、豊田市旭地区空き家情報バンク登録
奨励金交付決定兼額確定通知書（様式第３号）により申請者に通知して奨励金を支給す
るものとする。ただし、当該申請者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を除
く。 

 （１）豊田市税を滞納している場合 
 （２）偽りその他不正な手段により申請を行った場合 
 （３）暴力団員である場合 
 （４）暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合 
 （５）その他市⾧が適当でないと認めた場合 
２ 市⾧は、奨励金を交付しないことを決定したときは、豊田市旭地区空き家情報バンク

登録奨励金不交付決定通知書（様式第４号）に不交付の理由を付して、申請者に通知す
るものとする。 

３ 市⾧は、奨励金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上で、住民基本
台帳の閲覧や市税の収納状況等を確認することができる。 

 （奨励金の交付決定の取消し又は返還） 
第９条 市⾧は、奨励金の交付決定者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、奨励

金の交付の決定を取り消すものとし、交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は
既に支払われた奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。ただし、市⾧が
やむを得ないと認める場合は、この限りでない。 
（１）虚偽又は不正の事実に基づいて奨励金の交付を受けたことが判明したとき。 
（２）当該空き家が空き家情報バンクに登録された日から起算して３年以内に、自己都

合により、当該空き家の登録を取り消した場合。ただし、空き家等に係る売買又は
賃貸借契約が成立した場合を除く。 

２ 市⾧は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、豊田市旭地区空き家情報バ
ンク登録奨励金取消決定通知書（様式第５号）により、速やかにその旨を交付決定者に
通知するものとする。 

３ 奨励金の返還の請求を受けた交付決定者は、市⾧が定める日までに、既に支払われた
当該奨励金の全部又は一部を返還しなければならない。 



 （雑則） 
第１０条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市⾧が別に

定める。 
 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
 （要綱の失効） 
２ この要綱は、令和１１年３月３１日に限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこ

の要綱の規定に基づき、交付申請がなされた奨励金に関しては、同日後も、なお効力を
有する。 

 
  



様式第１号（第７条関係） 
年   月   日 

 
豊田市⾧ 様 

（申 請 者）住 所  

氏 名  

生年月日  

連絡先  

 
豊田市旭地区空き家情報バンク登録奨励金交付申請書兼実績報告書兼請求書 

 
 豊田市補助金等交付規則第４条及び第１０条の規定により、下記のとおり申請及び報告
します。 
 また、交付決定を受けた場合には、当該奨励金について下記のとおり請求します。 
 

記 
 
１ 空き家の所在地      豊田市 

（空き家情報バンク登録№ 旭ー    ） 
 
２ 空き家の登録日          年   月   日 
 

請 求 額                 円 

振 込 先 
金融機関名 

  銀行 信金  
  農協 信組  
     労金  

支店 
支所 

種 別 普通・当座 口座番号        

フ リ ガ ナ 
口座名義名 

 

 
 
 

 

誓約事項・同意事項 

 豊田市旭地区空き家情報バンク登録奨励金の申請にあたり、空き家に係る売買又は賃貸借契
約が成立した場合を除き、登録の日から起算して少なくとも３年間、登録することに同意しま
す。なお、豊田市補助金等交付規則第 14 条及び本要綱第９条の規定に該当した場合は、当該
奨励金を全額返還することを誓約します。 
 また、豊田市税の納付状況等について必要な確認を豊田市職員が行うことに同意します。 



様式第２号（第７条関係） 
年   月   日 

 
豊田市⾧ 様 

 

（申 請 者）所 在 地  

自 治 区 名   

自治区⾧名  

 
 

豊田市旭地区空き家情報バンク登録奨励金交付申請書兼実績報告書兼請求書 
 
 豊田市補助金等交付規則第４条及び第１０条の規定により、下記のとおり申請及び報告
します。 
 また、交付決定を受けた場合には、当該奨励金について、下記のとおり請求します。 
 

記 
 
１ 空き家の所在地      豊田市 

（空き家情報バンク登録№ 旭ー    ） 
 
２ 空き家の所有者等の氏名                  （自署） 
 
３ 空き家の所有者等の同意  □ 当該空き家について、本奨励金の申請を認めます。 
 

請 求 額                 円 

振 込 先 
金融機関名 

  銀行 信金  
  農協 信組  
     労金  

支店 
支所 

種 別 普通・当座 口座番号        

フ リ ガ ナ 
口座名義名 

 

 

  
誓約事項・同意事項 

 豊田市補助金等交付規則第 14 条及び本要綱第９条の規定に該当した場合は、当該奨励金を
全額返還することを誓約します。 
 また、豊田市税の納付状況等について必要な確認を豊田市職員が行うことに同意します。 



様式第３号（第８条関係） 
豊  発第   号 
  年  月  日 

 
 様 

 
豊田市⾧        

 
 

豊田市旭地区空き家情報バンク登録奨励金交付決定兼額確定通知書 
 
    年  月  日付けで申請のあった豊田市旭地区空き家情報バンク登録奨励金に
ついて、豊田市補助金等交付規則第５条及び第１１条第１項の規定により、下記のとおり
交付することを決定し、交付額を確定します。 
 

記 
 
１ 交付決定額           金         円 
 
２ 交付決定の空き家の所在地    豊田市 

（空き家情報バンク登録№ 旭ー    ） 
 
３ 空き家情報バンク登録日         年   月   日 
 
 
 
  



様式第４号（第８条関係） 
豊  発第   号 
  年  月  日 

 
       様 
 

豊田市⾧        
 
 

豊田市旭地区空き家情報バンク登録奨励金不交付決定通知書 
 
    年  月  日付けで申請のあった豊田市旭地区空き家情報バンク登録奨励金に
ついて、豊田市補助金等交付規則第５条第３項及び豊田市旭地区空き家情報バンク登録奨
励金交付要綱第８条第２項の規定により不交付とすることに決定しましたので、下記のと
おり通知します。 
 

記 
 
１ 不交付の空き家の所在地     豊田市 
                  （空き家情報バンク登録№ 旭ー    ） 
 
２ 不交付とした理由         
 
 
 
 
 
 
 

  



様式第５号（第９条関係） 
豊  発第   号 
  年  月  日 

 
       様 
 

豊田市⾧        
 
 

豊田市旭地区空き家情報バンク登録奨励金取消決定通知書 
 
    年  月  日付け豊  発第   号で交付決定した豊田市旭地区空き家情報
バンク登録奨励金について、豊田市補助金等交付規則第１４条及び豊田市旭地区空き家情
報バンク登録奨励金交付要綱第９条第２項の規定により、交付決定を取り消し、既に交付
した補助金の全部（一部）を返還してもらいますので、下記のとおり通知します。 
 

記 
 
１ 取消の空き家の所在地    豊田市 

（空き家情報バンク登録№ 旭ー    ） 
 
２ 交付決定取消事由       
 
３ 交付決定取消額       金         円 
 
４ 奨励金確定通知日         年   月   日 
 
５ 返還金額          金         円 
 
６ 返還金額納入方法      納入期限を記載した返還用納付書を 

後日送付いたします。 
 
７ その他           歳入科目     年度  会計 
                款  項  目  節・細節 
                事業コード  
 
 


